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第２章 避難，救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え 

 

 避難，救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備えに関して必要な事項について，以下のと

おり定める（通信の確保，情報収集・提供体制など既に記載しているものを除く。）。 

 

１ 避難に関する基本的事項  

(1) 基礎的資料の収集 

市は，迅速に避難住民の誘導を行うことができるよう，住宅地図，道路網のリスト，避難施設のリス

ト等必要な基礎的資料を準備する。 

【市対策本部において集約・整理すべき基礎的資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 隣接する市町との連携の確保 

市は，市町の区域を越えて避難を行う場合に備えて，平素から，隣接する市町と想定される避難経路

や相互の支援の在り方等について意見交換を行い，また，訓練を行うこと等により，緊密な連携を確保

するよう努める。 

 

 

 

 

○ 住宅地図 

（人口分布，世帯数，昼夜別の人口のデータ） 

○ 区域内の道路網のリスト 

（避難経路として想定される高速道路，国道，県道，市（町村）道等の道路のリスト） 

○ 輸送力のリスト 

（鉄道，バス，船舶等の運送事業者や公共交通機関の保有する輸送力のデータ） 

（鉄道網やバス網，保有車両数などのデータ） 

○ 避難施設のリスト（データベース策定後は，当該データベース） 

（避難住民の収容能力や屋内外の別についてのリスト） 

○ 備蓄物資，調達可能物資のリスト 

（備蓄物資の所在地，数量，区域内の主要な民間事業者のリスト） 

○ 生活関連等施設等のリスト 

（避難住民の誘導に影響を与えかねない一定規模以上のもの） 

○ 関係機関（国，県，民間事業者等）の連絡先一覧，協定 

○ 自治会，自主防災組織等の連絡先等一覧 

（代表者及びその代理の者の自宅及び勤務先の住所，連絡先等） 

○ 消防機関のリスト 

（消防本部・署の所在地等の一覧，消防団長の連絡先） 

（消防機関の装備資機材のリスト） 

○ 避難行動要支援者名簿 

※ 特に，地図や各種のデータ等は，市町村対策本部におけるテレビの大画面上にディスプレーでき

るようにしておくことが望ましい。） 
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 (3) 高齢者，障がい者等避難行動要支援者への配慮 

市は，避難住民の誘導に当たっては，高齢者，障がい者等自ら避難することが困難な者の避難につい

て，自然災害時への対応として作成している避難行動要支援者名簿を活用しつつ，避難行動要支援者の

避難対策を講じる。 

その際，避難誘導時において，福祉保健部等を中心とした横断的な避難支援等が迅速に実施できるよ

う職員の配置に留意する。 

【避難行動要支援者名簿について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 民間事業者からの協力の確保 

市は，避難住民の誘導時における地域の民間事業者の協力の重要性にかんがみ，平素から，これら企

業の協力が得られるよう，連携・協力の関係を構築しておく。 

(5) 学校や事業所との連携 

市は，学校における避難の在り方について，意見交換や避難訓練等を通じて，対応を確認する。 

また，大規模な事業所における避難に関して，時間的な余裕がない場合においては，事業所単位によ

り集団で避難することを踏まえて，平素から，各事業所における避難の在り方について，意見交換や避

難訓練等を通じて，対応を確認する。 

(6) 大規模集客施設との連携 

市は，集客施設にいる多くの人々の避難が円滑に行われるように，施設管理者に対し，武力攻撃事態

等における避難対策を平素から講じるように要請するとともに，必要に応じて指導，助言を行う。  

また，施設管理者等に避難等の訓練への参加を要請する。 

 

２ 避難実施要領のパターンの作成  

市は，関係機関（教育委員会など市の各執行機関，消防機関，県，県警察，海上保安部，自衛隊等）と

の緊密な意見交換を行いつつ，消防庁が作成するマニュアルを参考に，複数の避難実施要領のパターンを

あらかじめ作成する。 

この場合には，高齢者，障がい者，乳幼児その他自ら避難することが困難な者の避難方法等について配

慮する。 

 

 

 

 

武力攻撃やテロ発生時においても，避難誘導に当たっては，自然災害時と同様，高齢者，障がい

者等の避難行動要支援者への配慮が重要であるが，平素から，自然災害時における取組みとして行

われる避難行動要支援者名簿を活用することが重要である（「避難行動要支援者の避難支援に関す

る取組指針」(平成25年８月)参照）。 

避難行動要支援者名簿は，災害対策基本法第49条の10において作成を義務づけられており，避難

行動要支援者の氏名や生年月日，住所，避難支援等を必要とする事由等を記載又は記録するものと

されている。 

また，災害発生時に避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難支援等の実施に結びつくため，市は

避難行動要支援者の名簿情報について，地域防災計画に定めるところにより，あらかじめ避難支援 

等の実施に必要な限度で，避難支援等の実施に携わる関係者(避難支援等関係者)に提供することが

求められている。 
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３ 救援に関する基本的事項  

(1) 県との調整 

市は，県から救援の一部の事務を市において行うこととされた場合や市が県の行う救援を補助する場

合にかんがみて，市の行う救援の活動内容や県との役割分担等について，自然災害時における市の活動

状況等を踏まえ，あらかじめ県と調整しておく。 

(2) 基礎的資料の準備等 

市は，県と連携して，救援に関する事務を行うために必要な資料を準備するとともに，避難に関する

平素の取組と並行して，関係機関との連携体制を確保する。 

ア 物資 

・ 備蓄場所，備蓄物資 

  イ 医療の提供 

・ 災害拠点病院・災害支援病院 

   ・ 感染症指定医療機関 

・ 医療器具，医薬品等の備蓄 

  ウ 埋葬及び火葬 

   ・ 火葬施設 

・ 埋葬施設 

 

４ 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等  

市は，県と連携して，運送事業者の輸送力の把握や輸送施設に関する情報の把握等を行うとともに，避

難住民や緊急物資の輸送を実施する体制を整備するよう努める。 

(1) 運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報の把握 

市は，県が保有する市域の輸送に係る運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報を共有する。 

○ 輸送力に関する情報 

ア 保有車両等(鉄道，定期・路線バス，船舶，飛行機等)の数，定員 

イ 本社及び支社の所在地，連絡先，連絡方法など 

○ 輸送施設に関する情報 

ア 道路（路線名，起点・終点，車線数，管理者の連絡先など） 

イ 鉄道（路線名，終始点駅名，路線図，管理者の連絡先など） 

ウ 港湾（港湾名，係留施設数，管理者の連絡先など） 

エ 飛行場（飛行場名，滑走路の本数，管理者の連絡先など） 

(2) 輸送経路の把握等 

市は，武力攻撃事態等における避難住民や緊急物資の輸送を円滑に行うため，県が保有する市域に係

る輸送経路の情報を共有する。 

(3) 離島における避難に関し把握すべき事項等 

市は，離島の住民の避難について，国〔内閣官房，国土交通省〕から示された「離島の住民の避難に

係る運送事業者の航空機や船舶の使用等についての基本的な考え方」（平成 17 年 12 月 19 日閣副安危

第 498 号内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付内閣参事官（事態法制企画担当）通知，国政

調第 169 号国土交通省政策統括官付政策調整官（危機管理担当）通知）を踏まえ，可能な限り全住民の

避難を視野に入れた体制を整備するものとする。 

この場合において，市は，県及び指定地方公共機関との連携協力に努めるとともに，以下に掲げる情

報を把握するものとする。 
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《島における全住民の避難を想定した場合に把握しておくべき情報》 

ア 島の全住民を避難させた場合に必要となる輸送手段 

イ 想定される避難先までの輸送経路 

ウ 島外からの輸送手段を受け入れる場合の受入体制 

エ 島内にある港湾までの輸送体制 など 

 

５ 避難施設の指定への協力 

(1) 市は，県が行う避難施設の指定に際しては，施設の収容人数，構造，保有設備等の必要な情報を提供す

るなど県に協力する。 

(2) 市は，県が指定した避難施設に関する情報を避難施設データベース等により，県と共有するととも

に，県と連携して住民に周知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


